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A：研究の目的 

少年法では 20 歳未満の青少年による犯罪行為，

触法行為及び虞犯を総称して非行と呼ぶ。虞犯とは

保護者の正当な監督に服さない，家庭に寄り付かな

い，犯罪性のある者や不道徳な者と交際する，自己

または他人の特性を害するなどの性癖を有すること

から，これらに将来犯罪を行うおそれが濃いと判定

された状態をいう。触法行為とは，14歳未満で刑罰

法規に触れる行為のことであり，犯罪行為とは 14

歳以上で刑罰法規に違反した行為のことをいう。こ

れらに該当する少年少女は，警察から児童相談所に

身柄を通告されたり，少年少女保護の観点から家庭

裁判所の審判に付されることになる。 

非行の原因としては，家庭の問題やいじめなどの

学校での適応の問題と並び，近年は，発達障害など

の精神科的な背景が指摘されるようになった。注意

すべきことは発達障害者が非行や犯罪につながりや

すいということが証明されているわけではない点で，

偏見を持たれるべきではないが，その一方，発達障

害者の非行・犯罪には特異な内容ものがしばしばみ

られることも指摘されている。 

東京都立小児総合医療センターは 2011 年に開院

し，児童・思春期精神科は，年間に 1300 名の患者

（H22年度）が初診し，1日の外来規模は127名（同）

になるわが国でも最大規模の児童精神科である。開

院後，虞犯，触法行為，犯罪により警察あるいは司

法より担当医あてに病状の問い合わせがあった症例

は，数 10 件に及ぶ。また，児童相談所が関係する

ケースにおいては，虞犯などで警察と関連するケー

スが多くみられる。 

これらには，発達障害のみならず，統合失調症な

どの内因性の精神疾患や，家庭環境の問題を主とす

るもの，行為障害が主診断となるものなどさまざま

なものが含まれる。また，行為の内容も，一般の暴

力事件，窃盗，詐欺，性的暴力など多岐に及ぶ。司

法や警察との関連の視点から，大規模児童思春期精

神科病院の通院者を解析した報告はほとんどないが，

発達障害が主診断または併存症となるものが，一定

の割合で存在すると考えられた。以上から，児童精

神科臨床症例において，発達障害患者が，犯罪・触

法行為につながる背景を明らかにすることを目的と

して、調査を行った。 

 

B：研究の方法 

１） 対象：①東京都立小児医療センターに診療録の

あるもののうち，警察および司法関係者から照
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会のあった症例。（都立梅ヶ丘病院からの診療

録移行者も含む）②各担当医に質問紙を配布し，

犯罪・触法行為による警察介入歴があることが

把握された症例。 

２） 研究デザイン：①診療録の後方視的調査。②各

担当医への聞き取り調査 

３） 調査項目：年齢，性別，診断，行為の内容，知

能など 

なお、当調査は東京都立小児総合医療センター倫理

委員会の審査を経て行われた。 

 

C：結果 

対象となった症例は 92 例（男子 82 例：89.1％，

女子 10 例：10.1％）であった。複数回照会や逮捕

された例が，少なくとも7例あったが，今回の調査

では最終の司法介入の件で取り扱うこととした。介

入された年齢は 17.7±7.3 歳で，性別で有意差は見

られなかった。 

非行内容を表2に示す。窃盗，暴行・傷害がそれ

ぞれ34名，20名と多く，合わせて58.7％を占めた。

その他の用件としては，児童虐待，銃器所持，スト

ーカー行為，嫌がらせなどが挙げられた。 

疾患名を表 3 に示す。PDD とASD に関しては，

診断時によってそれぞれ診断名が異なっているが，

ここでは便宜上 ASD とまとめて取り扱うこととす

る。ASDが32名，ADHDが29名（併存診断を含

む）と多くを占めたが，当院の初診時診断名（表4）

でも ADHD と ASD で 55.6％を占めており，比較

すると，取り立てて多いという判断はできないこと

に留意が必要である。 

なお初診時年齢は12.5±4歳であった。 

 知能検査が行われていたものは，78 名（84.8％）

であった。検査の内容は，WISC-Ⅲが61名，WISC-

Ⅳが 10 名，WAIS-Ⅲが 2 名，田中ビネーが 4 名，

その他 1 名であった。以下割合は 78 名中のものを

示す。優秀知能（IQ130以上）が1名，正常知能が

32 名（41.0％），境界知能（IQ70～84）が 17 名

（21.8％），軽度精神遅滞（IQ50～69）が 26 名

（33.3％）中度精神遅滞（IQ または DQ49 以下）

が 2 名（2.6％）であり，正常以上の知能保持者は

42.3％であった。 

 Discrepancy について見ると，測定可能な尺度を

用いていた73名のうち，10以上が41名（56.2％）

を占め，さらに20以上が13名（17.8％），25以上

が10名（13.7％）を占めた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

背景疾患別に整理する。まず，司法介入があった

年齢についてであるが，ASDまたはADHDがあっ

た例を「発達障害あり」とすると，平均 15.4±5.3

歳であった。知的障害があったものは，平均19.4±

7.6歳であったが，「発達障害なし」について知的障

害があったものを含めてグルーピングすると，平均

は21.4±8.7歳となった。 

ADHDとASDについて見ると，「ASDのみあり」

では平均介入年齢は 17.2±6.7 歳であったのに対し，

「ADHD またはADHD を含む」ものは 14.6±5.2

歳であった。また，それぞれの犯罪行為の内容につ

いて表 5 に示す。「ASD のみあり」では窃盗が 11

名，暴行・傷害が 9 名と多くを占めたが，「ADHD

（表４）2012年度 初診時診断名（総計1300名） 

診断名        人数（男女）割合 

①PDDNOS:          247（177/70）19.0%  

②autism:            184 (160/24)   14.2% 

③asperger syndrome:  177(129/48)  13.6% 

④adjustment disorders: 159 (84/75)   12.2% 

⑤ADHD:              114(90/24)    8.8% 

⑥schizophrenia:         73 (35/38)   5.6% 

⑦MR:                  49 (29/20)    3.8% 

⑧RAD:                 47 (32/15)    3.6% 

⑨Depressive episode:    41 (12/29)   3.2% 

⑩OCD:                 29 (18/11)    2.2% 

⑪somatoform disorders:  25 (9/16)     1.9% 

⑪CD：                 25 (17/8)    1.9% 

⑬AN：                 22 (２/20)    1.7%   

⑭dissociative disorders  20 (4/16)      1.5%   (20名以上） 

（表２） 

非行内容    人数（割合） 

殺人・殺人未遂   5(5.4%)  

暴行・障害       20(21.7%)  

窃盗          34(37.0%)  

詐欺       2(2.2%)  

違法薬物     1(1.1%)  

性犯罪          5(5.4%)  

放火       4(4.4%)  

不法侵入     4(4.4%)  

交通犯罪     2(2.2%)  

その他      10(10.9%) 

不明             5(5.4%)             

(表３) 

診断名     人数（割合） 

ASD     23(25.0%) 

ASD+ADHD      4(4.3%) 

ASD+MR      5(5.4%) 

ADHD        19(20.6%) 

ADHD+MR       6(6.5%) 

MR        11(12.0%) 

Sc             5(5.4%) 

OCD     5(5.4%) 

Others     14(15.2%) 

 



または ADHD を含むもの」では，窃盗が 14 名で

48.3％を占め，暴行・傷害は3名にすぎなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D：考察 

（limitation）まず，対象となった症例92名である

が，一応分母として診療録の存在する数千人は想定

できるものの，診療録をすべてさらったわけではな

く，警察からの照会を書類から抽出したものと，現

在都立小児総合医療センター児童・思春期精神科に

勤務している 

医師からの聞き取りによるものであり，厳密に調査

対象数として扱うことはできない。よってこの 92

名という数字は意味を持つものではない。介入年齢

については，前述の通り今回は複数回司法に介入さ

れている例については，最終の事象を取り扱ってい

る点に注意が必要である。また，初診時年齢と介入

年齢の差をとることはできるが（5.2年），照会まで

に通院を中止していた例も多数あるため，これを医

療的介入の年数ととることはできない。 

罪状に関しては，犯罪白書における罪状分類に従

って分類したが，あくまで司法介入の例であり，特

に暴行・傷害に関しては，家族に対してのものはほ

とんど数えられていないと考えられる。 

Discrepancyについては，FIQが低い対象者では，

出現率に大きな差が出にくいのに対して，FIQが高

い群では大きさが出やすい傾向があり，一概に差を

もって評価することはできない。しかし，今回は予

備的調査として，素点をもとに評価した。知的には

正常値以下のものがほとんどを占めており，大きな

差が出やすいものは少ないと考えられる。 

疾患名に関してであるが，DSM-Ⅳでは PDD に

は基本的に ADHD 症状があると考えられており，

正式にはPDDとADHDの併存診断は認められてい

なかった。よって，PDD と診断されていたものの

なかには，実際は PDD+ADHD であった例が一定

数いたことが考えられる。 

次に性別であるが，2013年度の初診時統計によれ

ば男子63.8％女子36.2％であり，例年ほぼ同様の割

合だとすれば，司法関連現象に関連するのは男子の

ほうが多いとい うことは言える。発達障害に限る

と男女比はやや男子優勢になるものの，今回の 92

名の内訳ほどの隔たりはない。また，早ければ6歳

から司法関連事象は始まっているが，平均初診年齢

には，全体のものと大きな開きはなく，特に早期か

ら医療介入を要するものが，司法関連事象を起こし

やすいとは言えないと考えられた。 

知的には，境界知能以下が57.7％を占めたが，中

度精神遅滞以下のものが少ないことは注目すべき点

である。これは，犯罪や触法行為は社会参加がある

程度自由にできる能力が必要であることを示してい

ると考えられる。 

Discrepancyについては，10以上の差を持つもの

が56.2％を占めたが，一般的に差があることが多い

とされている ASD の診断がついた症例と重なって

いるわけではなかった。発達障害かどうかというこ

とよりも，Discrepancy が大きいことによる本人の

生きにくさに注目して，今後解析を進めたいと考え

ている。 

 司法介入のなされた年齢であるが，発達障害のあ

るもののほうが早い。発達障害のなかでも，ADHD

のあるものが平均 14.6 歳と，ASD のもの 17.2 歳，

ADHD のないもの 19.1 歳と比較して大きく下回っ

ている。病院全体で疾患別の初診時年齢を見ると，

ASD，ADHD 以外のものが 13.2±6.2 歳，（2013

年度）ASD が 10.3±4.9 歳，ADHD が 10.2±3.4

歳であることから，通院しているものの平均年齢が

大きく隔たっているとは考えにくく，ADHDの診断

がついてるものは，司法介入を早い年齢でされやす

いということは，今回のデータから示されると考え

られる。 

また，罪状に関しても ADHD のあるものは半数

近くを窃盗が占めているが，これは目の前にあった

ものを衝動的に我が物にしてしまい，その後のごま

かしなどに手が回らない特性と関連している可能性

があり，今後はケース別に詳細な検討を要すると考

（表５A）ADHDの非行 

非行内容  人数（割合） 

殺人・殺人未遂 1(3.4%)  

暴行・傷害      3(10.3%) 

窃盗   14(48.3%) 

違法薬物   1(3.4%)  

性犯罪   4(13.8%) 

不法侵入   1(3.4%)  

交通犯罪   1(3.4%)  

その他   3(10.3%) 

不明       1(3.4%) 

（表5B）ASDの非行 

非行内容  人数（割合） 

暴行・障害 9(28.1%) 

窃盗    11(34.3%) 

性犯罪   2(6.2%) 

放火    2(6.2%) 

不法侵入    2(6.2%)  

交通犯罪    1(3.1%)  

その他     5(15.6%) 



えられる。 

暴行・傷害や殺人・殺人未遂に関しては，攻撃行

動をする子どもの個人的な特徴として感情の調整や

衝動の制御が不足していたり，他者に敵意的な意図

を知覚しやすい認知的機能を持つこと，社会的状況

では身体的な罰を伴うような親の厳しいしつけや，

家族やメディアから暴力を目撃することなどが挙げ

られている。現在 92 例の詳細なデーターベースを

作成中であるが，虐待歴や認知傾向，学校での状況

などから，誘発因子や永続因子について整理し，今

後詳細な検討を加えていく予定である。 

 

 


